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第一種指定化学物質の排出量及び移動量の集計結果（PRTR） 

『平成 30 年度届出分（平成 29 年度把握分）』 

 「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法

律」（以下「化管法」という。）に基づき、一定規模以上の事業者※１は、第一種

指定化学物質※２の環境への排出量及び事業所外へ移動した量を、都道府県（北

海道からの権限委譲により札幌市内分は札幌市）を経由して国へ届け出ること

となっています。（「PRTR 制度」という。）

国では、平成 30 年度届出分※３の届出排出量・移動量を集計した結果を、平

成 31 年３月に都道府県単位で公表しています。札幌市では、市民にわかりや

すい形で情報提供するため、札幌市分の化学物質の排出量・移動量※４を独自に

集計し、公表しています。札幌市内の届出分の集計結果は以下のとおりです。

※１ 一定規模以上の事業者：次の要件を全て満たす事業者
・製造業、燃料小売業などの 24 業種 
・事業者の常時使用する従業員の数が 21 人以上 
・事業所で、第一種指定化学物質を１トン（特定第一種指定化学物質
は 0.5 トン）以上取り扱っている 

※２ 第一種指定化学物質：人の健康に有害なおそれがあり、環境中に広く存
在すると認められる化管法施行令で定める物質（462 物質） 

※３ 平成 30 年度届出分：平成 29 年度の１年間に届出対象事業者が把握し、
平成 30 年４月１日から平成 30 年７月２日までに届け出た排出量及び移
動量

化学物質に関する取組みの目的 

・ 事業者は、化学物質の排出量・移動量を把握することにより、使

用している化学物質の適正な管理に努める。

・ 市民は、化学物質に関する情報を積極的に収集するとともに、自

らも排出者であることを意識する。

・ 市は、化学物質の排出量等化学物質に関する情報をわかりやすく

提供する。

・ 市民、事業者、市は化学物質に関する情報を共有化し、意思疎通

（リスクコミュニケーション）を推進する。
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※４ 排出量：大気、公共用水域、土壌へ排出した量及び事業所内の埋立地に
埋め立て処分した量
移動量：事業者が排水として下水道へ排出した量及び廃棄物として処分
した量
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１ 届出事業所数とその内訳

届出事業所の総数は、371 事業所でした。燃料小売業（241 事業所）が最

も多く、医療業（44 事業所）、石油卸売業（27 事業所）の順であり、この３

業種で全届出件数の８割以上を占めています。

表１ 業種別届出件数内訳 （件）

業  種 主な業態 札幌市 北海道 全国

燃料小売業 ガソリンスタンド
241

 (242)

1,022

 (1,031)

15,463

(15,664)

医療業 病院
44

(45)

47

(48)

109

(108)

石油卸売業 灯油配送センター
27

 (28)

91

(93)

470

(486)

その他
下水道業、洗濯業

など

59

(66)

692

 (701)

18,211

(18,410)

合 計
371

 (381)

1,852

(1,873)

34,253

(34,668)

燃料小売業

241

（65%）

医療業

44

（12%）

石油卸売業

27（7%）

その他

59

（16%）

図 1 業種別届出件数の内（件）

※（ ）内は前年度実績
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２ 届出排出量・移動量

(1) 排出・移動先別の排出量・移動量の合計

第一種指定化学物質の排出量・移動量の合計は表２のとおりです。移

動量が前年度から減少しましたが、これは廃棄物（主に鉄鋼業からの排

出）の減少に起因しています。

また、札幌市の排出量・移動量の合計は、全国の合計の 0.3％、北海道

の合計の 29％を占めています。 

表２ 届出排出量・移動量                   （トン）

排出・移動先 札幌市 北海道 全国 

排
出
量

大気
150

(171)

1,689

(1,743)

137,707

(136,646)

公共用水域
162

(175)

372

(378)

7,040

(7,281)

土壌
0

(0)

0

(0)

3

(3)

埋立処分
0

(0)

0

(0)

7,267

(7,500)

計
312

(346)

2,061

(2,121)

152,017

(151,430)

移
動
量

下水道
0

(0)

1

(1)

944

(1,178)

廃棄物
658

 (1,043)

1,292

(1,701)

234,139

(223,316)

計
658

(1,043)

1,293

(1,702)

235,083

(224,494)

合  計 970

(1,388)

3,354

(3,823)

387,101

(375,924)

※（ ）内は前年度実績
※小数点以下は四捨五入して記載しているため、各項の数値を合算した数値が、合計
欄の数値と異なる場合があります。
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全国

北海道

札幌市

（北海道の29%

全国の0.3%）

北海道

（全国の0.9%）

図２－２ 札幌市の排出量・移動量の全国、北海道に占める割合

図２－１ 排出量・移動量の内訳
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 (2) 排出量の年度別状況

   過去５年間の排出量の年度別状況は、図３のとおりです。大気と公共用

水域への排出量の合計は、300～400 トンの範囲で推移し、減少傾向にあり

ます。

   平成 25 年度からは、埋立を行っている金属鉱業（鉱山施設）が届出要

件を満たさない施設となったことから、埋立量がゼロとなりました。

図３ 札幌市の排出量の年度別状況
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(3) 物質別排出量・移動量

排出量・移動量の多い物質は表３のとおりです。前年度に比べ、「マンガ

ン及びその化合物」の移動量が減少しました。その他の物質については、例

年と同程度の排出量・移動量となっています。排出先別、移動先別にみると、

図４－１、図４－２のとおりとなっています。

（トン）

マンガン及びその化合物・・・鉄鋼業からの廃棄物

ほう素及びその化合物・・・豊平川上流部の水源に含有し、そのまま下水処理場から排出

トルエン、キシレン・・・インクや塗料の溶剤として含まれ、使用後に揮発

鉛化合物・・・主に鉄鋼業からの廃棄物

ノルマル－ヘキサン・・・燃料中に含まれており、給油時に揮発

亜鉛の水溶性化合物・・・金属メッキの剥離で発生し、廃棄物として処分

化学物質名
排出量・移動

量の合計

届出件数

（件）排出量 移動量

マンガン及びその化合物 547 (908) 7 (8) 540 (900) 14 (14) 

ほう素化合物 132 (139) 132 (139) 0 (0) 12 (12) 

トルエン 95 (117) 78 (97) 17 (20) 237 (243) 

ノルマル－ヘキサン 41 (44) 30 (30) 11 (14) 226 (228) 

亜鉛の水溶性化合物 39 (40) 13 (14) 26 (27) 14 (14) 

鉛化合物 34 (51) 0 (0) 34 (51) 14 (14) 

キシレン 22 (25) 16 (18) 6 (7) 281 (288) 

その他 60 (67) 35 (39) 24 (28) 1,336 (1,354)

合計 970 (1,388) 312 (345) 658 (1,043) 2,134 (2,167)

表 3 物質別排出量・移動量の多い物質

※（ ）内は前年度実績
※小数点以下は四捨五入して記載しているため、各項の数値を合算した数値が、合計欄の
数値と異なる場合があります。
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大気
150

公共用

水域

162

トルエン

78 

ノルマル-ヘキサン

30 

キシレン

16 

ほう素化合物

132 

亜鉛の

水溶性化合物

13 

マンガン及び

その化合物

7 

ふっ化水素及び

その水溶性塩

5 

廃棄物

658

マンガン及びその化合物

540

鉛化合物

34 

亜鉛の水溶性化合物

26 

トルエン

17

図４－１ 排出先別内訳（トン）

図４－２ 移動先別内訳（トン）
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(4) 業種別排出量・移動量

排出量・移動量の多い業種は表４のとおりです。燃料小売業は、届出件

数が全体の 65％を占めていますが、排出量・移動量は全体の５％です。一

方、鉄鋼業、下水道業、出版・印刷・同関連産業、高等教育機関の４業種

では、届出件数が全体の４％ですが、排出量・移動量は全体の 85％を占め

ています。それぞれの業種で排出量・移動量の多い物質は、図５のとおり

となっています。

表４ 排出量・移動量の多い業種（内訳）            （トン）

業種名
排出量・移動量

の合計

届出件数

（件）排出量 移動量

鉄鋼業
583

(956)

4

(5)

579

(952)

2

(2)

下水道業
157

(170)

157

(170)

0

(0)

9

(9)

出版・印刷・

同関連産業

56

(74)

44

(59)

12

(15)

2

(3)

燃料小売業
49

(50)

49

(50)

0

(0)

241

(242)

高等教育機関
28

(35)

2

(3)

26

(32)

1

(1)

その他
97

(103)

56

(59)

41

(44)

116

(124)

合計
970

(1,388)

312

(345)

658

(1,043)

371

(381)

※（ ）内は前年度実績
※小数点以下は四捨五入して記載しているため、各項の数値を合算した数値が、合計欄
の数値と異なる場合があります。
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マンガン及びその化合物

540 

ほう素化合物

129 

トルエン

56 

ノルマル‐ヘキサン

30 

ノルマル‐ヘキサン

11 

鉄鋼業

583 

（60%）

下水道業

157 

（16%）

出版・印刷・同

関連産業

56（6%）

燃料小売業

49（5%）

高等教育機関

28（3%）

その他

96 

（10%）

図５ 業種別の排出量・移動量の内訳（トン）
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(5) ダイオキシン類の排出量・移動量 

ダイオキシン類の排出量・移動量は、表５のとおりです。札幌市では、

98％が廃棄物としての移動です。廃棄物が大幅に増えているのは、一般廃

棄物処理施設に由来するものです。 

なお、平成 29 年度に実施したダイオキシン類の大気、公共用水域及び

土壌の環境調査においては、市内全地点で環境基準を下回っています。

表５ ダイオキシン類の排出量・移動量           （mg-TEQ）
排出量 移動量

合計
大気 公共用水域 土壌 埋立処分 下水道 廃棄物

札幌市
 831 

(121)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

36,600

（4,210)

37,431

(4,332)

北海道
2,353

(1,336)

253

(47)

0

(0)

11,932

(9,778)

0

(0)

49,273

(21,335)

63,811

(32,497)

全国
76,865

(74,194)

913

(933)

0

(0)

110,374 

(118,917)

59 

(2)

1,459,668

(1,418,859)

1,647,884

(1,612,904)

図６ ダイオキシン類の排出量・移動量の内訳（mg-TEQ） 

※（ ）内は前年度実績
※小数点以下は四捨五入して記載しているため、各項の数値を合算した数値が、合計欄の
数値と異なる場合があります。

※mg-TEQ：毒性等量。ダイオキシン類全体の毒性の強さを表す単位です。


